
 

 

 

所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための 
日本国とポルトガル共和国との間の条約第二十四条 5に係る実施取決め 

 

日本国とポルトガル共和国の権限のある当局は、2011年 12月 19日にリスボンで署名され

た所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とポルトガル

共和国との間の条約（以下「条約」という。）の第二十四条 5 に規定されかつ条約の議定書

12及び 13に従った仲裁手続の実施方法を定めた。 

両締約国の権限のある当局は、この取決めに定める仲裁手続に誠実に従う。 

 

１． 事案の仲裁への付託の要請 

条約第二十四条 5の規定に基づく仲裁の要請（以下「仲裁の要請」という。）は、書面

によって、次の部署を経由して同条 1に規定する権限のある当局に送付される。 

a) 日本国については、国税庁相互協議室 

b) ポルトガル共和国については、Direção de Serviços de Relações Internacionais, 

Autoridade Tributária e Aduaneira 

当該要請には、事案を特定するための充分な情報が含まれる。また、当該要請には、

当該要請を行った者による、同一の事項に関する決定がいずれの締約国の裁判所又は行

政審判所においても行われていない旨の文書が添付される。 

当該要請を受領した権限のある当局は、その受領した日の翌日から 10日以内に、当該

要請及び添付文書の写しを他方の締約国の権限のある当局に送付する。 

 

２． 事案を仲裁に付託する時期 
仲裁の要請は、条約第二十四条 1 の規定に基づき一方の締約国の権限のある当局

に申し立てられた事案が他方の締約国の権限のある当局に対しても提示された日か

ら 2 年を経過した日より初めて可能となる。これに関し、以下の情報が提示された

場合にのみ、当該事案は他方の締約国の権限のある当局に提示されたと認められる。 

a)  権限のある当局に当該事案を申し立てた者及び当該事案によって直接に影響を受け

る者を特定する情報（名称、住所及び納税識別番号等） 

b)  当該事案に関連する事実及び状況の詳細（権限のある当局に当該事案を申し立てた

者と当該事案によって直接に影響を受ける者の関係及び両締約国の通貨により表示し

た当該事案に関連する額を含む。） 

c)  対象となる課税年度 

d)  条約の規定に適合しない課税に係る更正通知書、税務調査報告書又はそれらに相当

するものの写し 

e)  権限のある当局に当該事案を申し立てた者又は当該事案によって直接に影響を

受ける者により開始された当該事案についての不服申立て及び訴訟に係る手続

（行政不服審判所の手続を含む。）の詳細 

f)  権限のある当局に当該事案を申し立てた者が、当該課税が条約の規定に適合し

ないものと認める理由 

g)  権限のある当局に当該事案を申し立てた者が、権限のある当局による全ての妥

当かつ適切な要請に可能な限り完全かつ迅速に回答すること及び権限のある当局

が利用できる文書を保持することについての同意 

h)  条約第二十四条 1に規定する権限のある当局が、同規定に基づく相互協議の申



 

 

 

立てを受領した日の翌日から 90 日以内に特に求めた追加的情報 

両締約国の権限のある当局は、この 2 で示された全ての情報が提示された日につ

いて相互に確認を行う。 

条約第二十四条 1の規定に基づき相互協議の申立てを受けた権限のある当局は、そ

の申立てを行った者に対して、この 2で定められた相互協議手続の 2年間の開始の日

を通知する。 

 

３． 付託事項 
両締約国の権限のある当局が仲裁の要請を受領した日の翌日から 90 日以内に、両

締約国の権限のある当局は、仲裁のための委員会によって解決されるべき事項につ

いて決定し、それを書面で当該仲裁の要請を行った者に通知する。この決定は「付

託事項」を構成する。 

また、両締約国の権限のある当局は、この取決めの以下の定めにかかわらず、付

託事項において、この取決めに含まれる手続規則に追加し、又はこれと異なる手続

規則を定め、適切とみなされるその他の事項を処理することができる。 

 

４． 付託事項の不通知 
付託事項が 3の期間内に仲裁の要請を行った者に通知されなかった場合には、その者

及びそれぞれの締約国の権限のある当局は、当該期間の末日の翌日から 30 日以内に、

仲裁によって解決されるべき事項の一覧を相互に書面で通知することができる。その期

間内にこうして通知された一覧の全てが、仮の付託事項を構成する。 

5に従って全ての仲裁人が任命された日の翌日から 30日以内に、仲裁人は、そのよ

うに通知された一覧に基づく仮の付託事項を改定したものを、両締約国の権限のある

当局及び当該仲裁の要請を行った者に通知する。 

両締約国の権限のある当局は、その改定された仮の付託事項を受領した日の翌日か

ら 30日以内に、それとは異なる付託事項を決定し、それを仲裁人及び当該仲裁の要請

を行った者に書面で通知することができる。両締約国の権限のある当局がその期間内

にこの通知を行った場合には、この異なる付託事項が、事案に関する付託事項を構成

する。 

両締約国の権限のある当局が異なる付託事項の決定及び書面による通知をその期

間内に行わなかった場合には、仲裁人によって改定された仮の付託事項が、事案に

関する付託事項を構成する。 

 

５． 仲裁人の選任 
仲裁の要請を行った者が付託事項を受領した日の翌日から 90 日以内に、又は 4が

適用される場合には両締約国の権限のある当局が仲裁の要請を受領した日の翌日か

ら 120 日以内に、両締約国の権限のある当局は、それぞれ一人の仲裁人（自国の国

民とすることができる。）を任命する。 

二人目の仲裁人が任命された日の翌日から 60日以内に、両締約国が任命する二人の仲

裁人は、仲裁のための委員会の長としての職務を果たす第三の仲裁人を任命する。 

定められた期間内に第三の仲裁人が任命されない場合には、別の任命方法を定めていな

い限り、それぞれの締約国の権限のある当局は、その期間の末日の翌日から 10日以内に、

第三の仲裁人の候補者を三人まで提案する。既に任命された二人の仲裁人は、候補者の一



 

 

 

覧を受領した日の翌日から 10日以内に、提案された候補者の中から仲裁のための委員会

の長としての職務を果たす第三の仲裁人を任命する。 

何らかの理由によって、仲裁手続の開始後に仲裁人を交代させる必要がある場合には、

上に掲げたこの 5の手続を準用する。 

それぞれの締約国の権限のある当局は、自らが任命した仲裁人の報酬を決定する。第三

の仲裁人の報酬は、その任命の前に、両締約国の権限のある当局が他の二人の仲裁人の報

酬を考慮して決定する。 

 

６． 仲裁人の資格及び任命 
   条約の議定書 13b)(i)及び(iii)の規定に従い、 

a)  全ての仲裁人は、国際租税に関する事項について専門知識又は経験を有する者とし、 

b)  全ての仲裁人は、いずれの締約国の税務当局の職員であってはならず、条約第二十

四条 1 の規定に従って申し立てられた事案にこれまで関与した者であってはならず、

かつ、 

c)  仲裁のための委員会の長は、いずれの締約国の国民でもあってはならず、いずれの

締約国内にも日常の居所を有したことがあってはならず、及びいずれの締約国によっ

ても雇用されたことがあってはならない。 

仲裁人は、その任命を確認する書簡が、当該仲裁人の任命権限を有する者及び当該仲

裁人自身の両者により署名された時に任命されたものとする。 

 

７． 情報の通信と秘密保持 

条約の議定書 13b)(iv)の規定に従い、両締約国の権限のある当局は、仲裁手続の

実施に先立って、全ての仲裁人及びその職員が、それぞれの締約国の権限のある当

局に対して送付する書面において、条約第二十五条 2 及び両締約国において適用さ

れる法令に規定する秘密及び不開示に関する義務と同様の義務に従うことに合意す

ることを確保する。 

 

８． 適時の情報提供が行われなかった場合及び相互協議の中断があった場合 
5にかかわらず、両締約国の権限のある当局が、条約第二十四条 5に規定する 2年以内

に仲裁に付託された事項を解決できなかったことが、主として、事案によって直接に影

響を受ける者が適時に関連する情報を提供しなかったことに帰するものと判断した場合

には、両締約国の権限のある当局は、仲裁人の任命をその情報の提供の遅延に対応する

期間延期することができる。 

5にかかわらず、条約第二十四条 5に規定する 2年以内に仲裁に付託された事項を解決

できなかったことが、相互協議の申立てを行った者からの要請により、同条 2 の相互協

議を中断していたことに帰する場合には、両締約国の権限のある当局は、仲裁人の任命

をその中断に対応する期間延期することができる。 

両締約国の権限のある当局は、その遅延及び（又は）中断に対応する期間を決定する。

条約第二十四条 1 の規定に基づき相互協議の申立てを受けた権限のある当局は、仲裁の

要請を行った者に対して、その決定した期間を通知する。 

 

９． 手続上及び証拠上の規則 
この取決めと付託事項に従い、仲裁人は、付託事項に定められた事項を解決するため



 

 

 

に必要と認められる手続上及び証拠上の規則を採用する。 

条約の議定書 13c)の規定に従い、両締約国の権限のある当局は、全ての仲裁人及びそ

の職員に対して、秘密情報を含む仲裁決定に必要な情報を遅滞なく提供する。 

両締約国の権限のある当局が別の決定をした場合を除くほか、情報（10 により、

仲裁の要請を行った者又はその代理人から書面又は口頭で提供された情報を含む。）

のうち両締約国の権限のある当局が仲裁の要請を受領する前に入手できなかったも

のは、仲裁決定に関し考慮されない。 

 

10．仲裁の要請を行った者の参加 
仲裁の要請を行った者は、直接に又はその代理人を通じ、相互協議手続で許容されるの

と同等の範囲で、仲裁人に対して書面により自らの立場を表明することができる。 

加えて、要請者は、仲裁手続において、仲裁人の許可を得て口頭で自らの立場を表明す

ることができる。 

 

11. 実施準備 
両締約国の権限のある当局が別の決定をした場合を除くほか、仲裁に至った事案の申

立てを最初に受けた権限のある当局は、仲裁のための委員会の合議の実施準備に対して

責任を負い、仲裁手続の実施に要する運営人員を提供する。こうして提供された者は、

手続に関する事項を、仲裁のための委員会の長に対してのみ報告する。 

 

12．費用 

条約の議定書 13b)(v)の規定に従い、 

a)  それぞれの締約国の権限のある当局は、自らが任命した仲裁人に係る費用及び自国

の費用を負担し、かつ、 

b)  仲裁のための委員会の長の費用その他の仲裁手続の実施に関する費用については、

両締約国の権限のある当局が均等に負担する。 

条約の議定書 13b)(v)の「その他の仲裁手続の実施に関する費用」には、11 による実

施準備のために生じた間接費用は含まれない。 

仲裁の要請を行った者は、自らが仲裁に関与する費用（旅費並びに自らの見解の作成

及び提示に関する費用を含む。）を負担する。 

 

13．適用される法原則 

仲裁人は、適用される条約の規定に従って、また、これらの規定に服しつつ、両締約

国の法令の規定に従って、仲裁に付託された事項についての決定を行う。 

仲裁人は、条約の解釈に関する事項を、条約法に関するウィーン条約第 31 条から第 33 

条までに採用された解釈の原則に照らし、OECD モデル租税条約の序論 28から 36.1まで

に述べられるとおり、定期的に改定される OECD モデル租税条約コメンタリーに配意しつ

つ、判断する。同様に、独立企業原則の適用に関する事項は、OECD 多国籍企業と税務当

局のための移転価格ガイドラインに配意して判断されるものとする。 

また、仲裁人は、両締約国の権限のある当局が付託事項で明示的に挙げるその他の根

拠を考慮する。 

 

14．仲裁決定 



 

 

 

仲裁決定は、仲裁人の単純多数決で決せられる。 

仲裁のための委員会の決定は、文書で提示され、両締約国の権限のある当局が決定し

た場合には、依拠した法の出所及び結論に至った理由が示される。いずれか一方の締約

国の権限のある当局から要請があった場合には、仲裁のための委員会の長は、両締約国

の権限のある当局に対して、当該仲裁のための委員会における議論の概要を示す。 

条約の議定書 13d)(i)の規定に従い、仲裁のための委員会の決定は、先例としての

価値を有しない。仲裁決定は、仲裁の要請を行った者及び両締約国の権限のある当

局が公表の形式及び内容に関して書面により同意しない限り、公表されない。 

 

15．仲裁決定の通知のために認められる期間 

仲裁決定は、仲裁のための委員会の長が事案の検討を開始するために必要な全ての

情報を受領した旨を両締約国の権限のある当局及び仲裁の要請を行った者に対して書

面で通知した日の翌日から 180 日以内に、両締約国の権限のある当局及び当該仲裁の

要請を行った者に対して通知される。 

この 15 の前段にかかわらず、最後の仲裁人が任命された日の翌日から 60日以内に、

又は最初の二人のうち後に任命された仲裁人が任命された日の翌日から 60 日以内に第

三の仲裁人が任命されなかった場合には最後の仲裁人が任命された日の翌日から 40 日

以内に、仲裁のための委員会の長が両締約国の権限のある当局のうち一方の同意を得て

他方の締約国の権限のある当局及び仲裁の要請を行った者に対し事案の検討を開始する

ために必要な全ての情報を受領していない旨を書面で通知した場合において、 

a）当該仲裁のための委員会の長がその通知が送付された日の翌日から 60 日以内に

その必要な情報を受領したときは、仲裁決定は、当該仲裁のための委員会の長が

その必要な情報を受領した日の翌日から 180 日以内に、両締約国の権限のある当

局及び当該仲裁の要請を行った者に対し通知され、 

b) 当該仲裁のための委員会の長がその通知が送付された日の翌日から 60 日以内に

その必要な情報を受領しなかったときは、両締約国の権限のある当局が別の決定

をしたときを除くほか、当該仲裁のための委員会の長が後にその必要な情報を受

領したときであっても、仲裁決定は、その情報を考慮に入れることなく行われ、

その通知が送付された日の翌日から 240 日以内に、両締約国の権限のある当局及

び当該仲裁の要請を行った者に対し通知される。 

予見不能の事象により、仲裁決定が定められた期間内に通知されないおそれがある場

合には、両締約国の権限のある当局及び事案によって直接に影響を受ける者は、この

15に掲げる期間を、合意した期間延長することができる。 

 

16．定められた期間内に決定の通知が行われなかった場合 
仲裁決定が 15 に掲げる期間内に両締約国の権限のある当局に通知されなかった場合

には、両締約国の権限のある当局及び事案によって直接に影響を受ける者は、180日を

上限として当該期間の延長に合意することができる。これらの者が 15 に掲げる期間の

末日の翌日から 30 日以内にその合意を行わない場合には、両締約国の権限のある当局

は、5に従って、一以上の新たな仲裁人を任命する。 

 

17．仲裁決定の確定 
仲裁決定は、条約第二十四条 5 の規定、条約の議定書 12 及び 13 の規定又は仲裁



 

 

 

決定に合理的に影響を及ぼしたであろうと認められる付託事項若しくはこの取決め

に含まれる手続規則のいずれかに違反することにより、当該仲裁決定がいずれか一

方の締約国の裁判所において無効であるとされる場合を除くほか、確定する。 

仲裁決定がこれらの理由のいずれかによって無効であるとされる場合は、仲裁の要請

及び仲裁手続は、行われなかったものとする（ただし、7及び 12を除く。）。 

 

18．仲裁決定の実施 
両締約国の権限のある当局は、仲裁に至った事案に関し相互協議の合意を行うこ

とにより、仲裁決定の通知が行われた日の翌日から 180 日以内に、当該仲裁決定を

実施する。 

両締約国の権限のある当局及びその事案によって直接に影響を受ける者は、仲裁決定

の通知から実施までの期間を、合意した期間延長することができる。 

 

19. 仲裁決定が提供されない場合 
14, 15 及び 16 にかかわらず、条約の議定書 13e)の規定に従い、仲裁の要請が行

われた後で、かつ、仲裁のための委員会がその決定を両締約国の権限のある当局及

び当該仲裁の要請を行った者に送達する前に、両締約国の権限のある当局が仲裁に

付託された全ての未解決の事項を解決した旨の通知を仲裁人及び当該仲裁の要請を

行った者に対して書面で行う場合には、当該事案は、条約第二十四条 2 の規定に従

って解決されたものとし、仲裁決定は行われない。 

 

20. 最終規定 
この取決めは、条約第二十四条 5の規定が効力を生じることとなった後に、同規定

に従ってなされる仲裁の要請に対して適用される。 

両締約国の権限のある当局は、書簡の交換により、この取決めを修正し、又は補

足することができる。 

 

 

 

 2013 年 9月 30 日に東京で、2013 年 10月 3日にリスボンで、ひとしく正文である

日本語、ポルトガル語及び英語によりこの取決めを二通作成した。解釈に相違があ

る場合には、英語の本文による。 

 
 

日本国の権限のある当局のために  
 
 
 
 
 
 

ポルトガル共和国の権限のある当局 
のために 

 
 
 
 

 


